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＜ 小千谷市立地適正化計画の見直しの経緯 ＞ 

 

○平成 29 年(2017 年)３月 計画策定 

 

○令和３年(2021 年)３月 一部改訂 

主な変更箇所 変更の背景 変更箇所 

居住誘導区域及び 

都市機能誘導区域の変更 

・頻発･激甚化する自然災害に対応するため、居住誘

導区域から災害レッドゾーンを原則除外する「都市

再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」が閣

議決定(令和 2年 10月) 

・用途地域の変更（厚生連小千谷総合病院等の追加） 

第６章 

「防災指針の検討にあた

って」の追加 

・頻発･激甚化する自然災害に対応するため、立地適

正化計画の記載事項に防災指針を追加する「改正都

市再生特別措置法」が施行(令和 2年 9月) 

第７章（３） 

都市のスポンジ化対策の 

追加 

・空き地･空き家等の利用促進による、まちのにぎわ

い創出に向けて、都市のスポンジ化対策を総合的に

推進する「改正都市再生特別措置法」が施行(平成

30 年 7 月) 

第７章（４） 

※上記の変更に関連する箇所も適宜変更しています。 
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